
最高裁秘書第1957号

平成31年4月25日

林弘法律事務所

弁護士山中哩司様

最高裁判所事務総長今崎幸 I

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月4日受付，最高裁秘書第1832号）で申出のありました司

法行政文書の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

裁判所時報マニュアル（片面で9枚）

開示の実施方法

写しの送付
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担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



裁判所時報マニュアル
、

(裁判所時報）

1 体裁： 2段横組，題字も横書き

編集は偶数頁で，空白部分が生じないようにし，製本は中綴じとする。

行間調整をしたうえで空白が生じる場合には， 「裁判所だより」を掲載

して調整する。

2活字等

①書体： 「リュウミン」体

②文字の大きさ等；基本文字は12． 5級原則として27字57行2段組

1頁目は題字部分が7行分使用する。

空白部分を作らず，偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。

3柱，頁数等

①柱には「裁判所時報」 「平成○年○月○日」 「第○号（ゴシック体）」「頁

（ゴシック体） 」を入れる。

②ノンブルには，当該年度の通し頁（ゴシック体）を入れる．

③最終頁下余白に発行元の住所？連絡先を表示する。

④ゲラには，法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている（1頁余白及び

最終頁余白）が，裁判所納品分には載らない。

4横組み・縦組み ．

原則は横組み

法律，政令，告示，規則，規程は縦組みで，後方頁からの編集となる。
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縦組み頁が複数頁になる場合には，縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白

中央に付ける。

5使用用紙

再生クリーム上質紙A版36． 5kg

6掲載の順序

①新年のことば

②裁判例

.③最高裁判所判例要旨

④最高裁判所裁判例要旨

⑤最高裁判所通達・通知

⑥資料

（ｱ)法律等け)予算(案)の概要・予算(案)施設主要案件 （ｳ)統計関係（裁判統計

速報・事件の概況）

⑦記事

（ｧ)最高裁判所判事就任・退官記事 （ｲ)長官所長会同協議結果概要 （ｳ)外国法曹

人来日 t垂)外国研修員手記㈱広報テーマ㈲叙勲受章者㈱藍綬褒章受章者

（ｸ)調停委員・補導受託者に対する最高裁判所長官表彰㈲死亡者叙位・叙勲

P)人事異動㈹各種試験問題㈱庁舎の落成・移転 （ｽ)司法修習生の修習開

始・終了 （ｾ)裁判所だより （ｿ)訂正記事(更正決定記事を含む）

（後方ページから（縦組） ）

⑧規則

⑨規程

⑩告示

⑪記事
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け)法律案 （ｲ)政令

⑫幹部職員一覧（横書）

（ｱ） 長官・所長・事務局長・事務局次長一覧

（ｲ） 首席書記官・次席書記官一覧

（ｳ） 首席家庭裁判所調査官・次席家庭裁判所調査官一覧

｢裁判例」

掲載順序

①民事，刑事の順（それぞれ裁判年月日の古い順）

②裁判年月日が同一の場合は事件の種類順

民事上告事件（オ，行ツ） 刑事上告事件（あ）

上告受理事件（受，行上） 非常上告事件（さ）

特別上告事件（テ，行テ） 再審請求事件（き）

特別抗告事件（ク，行卜） 上告受理申立事件（ゆ）

許可抗告事件（許，行う） 移送許可申立事件（め）

再審事件（ヤ，行ナ） 判決訂正申立事件（み）

民事雑事件（ヤ，行二） 特別抗告事件（し）

費用補償請求事件（ひ）

刑事補償請求事件（も）

訴訟費用免除申立事件（せ）

雑事件（す）

7

(1)

③同種の事件にあっては，事件番号の年度の古い順。年度も同じ場合は，

事，行政の順で事件番号順

④大法廷判決があった場合（裁判例のみ） （決定も含む）

・民事の大法廷判決があった場合

大法廷判決・民事の小法廷判決・刑事の小法廷判決の順
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・刑事の大法廷判決があった場合

大法廷判決・刑事の小法廷判決・民事の小法廷判決の順

編集の留意事項

民口事 （ゴシック体）

。××（判示事項） ×（平成○年法律第○号による改正前のもの）×××

(2)

□×××××× (ゴシック体，改正文言等は1ポイント小さい明朝体）

□口件□口名□○○請求事件

最高裁判所平成○年○第○○号

平成○年○月○日

第○小法廷判決， 棄却

□口上ﾛ告0人□○○

□口被上告人□○

□口原□口審□○高等裁判所

□□口主□口文 （ゴシック体）

口本件上告を棄却する。

口上告費用は上告人の負担とする。

□□口理□口由 （ゴシック体）

□×××××××××××××××××××××××××××××××

×××

口裁判官○○の補足意見は，次のとおりである。 （表示部分のみゴシック体）

□×××××××××××××××××××××××××××

（裁判長裁判官□○○○○口裁判官□○○□○口裁判官□○○○○□

口裁判官□○○○○）

(注意事項）

㈱
㈹
判示事項に1 ， 2の項番号がある場合は，数字の後に1字あける。

事件名下の（ ）部分の欄で，事件番号が同一年度で2つ以上の場合，
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決（決定）の結果が2つ以上の場合は，上下並行に表記する。

(ｳ） 「上告人」等の表示のうち，氏名等の表記は，裁判部の指示のとおり

氏名が5文字以下の場合は6文字幅(6文字以上はくﾀ)とする｡

※外国人の表記は裁判書どおりとする。

「上告人」または「申立人」が検察官の場合は， 4文字幅とする。

(ｴ） 上告人等が「X1ほか1名」 「Y1外2名」となっている場合は，

｢X1□ほか1名」 「Y1□ほか2名」と表記する。

㈱件名・上告人・被上告人等の欄の行末は,1文字あける。

㈲主文の前は1文字あき，折り返される場合は，後ろに1文字あける。

8 「最高裁判所判例要旨」 「最高裁判所裁判例要旨」

（1） 掲載順序

民事，刑事の順（それぞれ裁判年月日の古い順）

（2）編集の留意事項（判例要旨の例）

民事氏事 （ゴシック体）

□□□□□□□□ （1行あき）

○1□××（判示事項）×（平成○年法律第○号による改正前のもの）×××

□□×××××× （ゴシック体，改正文言等は1ポイント小さい明朝体）

平成○年○第○○号

平○・○・○○小判，棄却

民集○巻○号本誌○○号

□1□×××（判例要旨）×（平成○年法律第○号による改正前のもの）××

□□×××××××××××××××××××××××××××× ．

□（1， 2につき補足意見がある6 ）

刑事 （ゴシック体）

□□□□□□□□ （1行あき）
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○××（判示事項）××××××××××××××××××××××××

□×××××× （ゴシック体）

平成○年○第○○号

平○・○・○○小判，棄却

刑集○巻○号本誌○○号

□□×××（判例要旨）××××××××××××××××××××××

□××××××××××××××××××××××××××××

(注意事項）

例判示事項及び判例要旨に，項番号がある場合は，数字の後に1字あけ，改

正前文言がある場合は， 1ポイント小さい明朝体にする。

(ｲ） 判示事項下の（ ）部分の欄で，事件番号が同一年度で2つ以上の場合，

判決（決定）の結果が2つ以上の場合は，上下並行に表記する。

(ｳ） 判例要旨後に用語の解説が入る場合は，本文より1ポイント小さい明朝体

にする。

(ｴ）裁判例要旨も同様に編集する。ただし， 「民集○巻○号」が「裁判集民○

号」となる。

｢人事異動」

掲載順序

①発令日の早い順

②同じ発令日の場合

裁判官の異動・異動（一般職） ・定年退官・任期終了退官・依願退官・定

年退職（一般職） ・辞職（一般職）の順

）掲載範囲

裁判官は，同一庁での異動は省略する。一般職については次長，次席の異

動以上を掲載する。

6
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(裁判所時報総目次）

l体裁

平成13年分から2段横組，題字も横書き（創刊号から平成12年分までは，

3段縦組）

編集は偶数頁で，空白部分が生じないようにし，製本は中綴じとする。

2活字等

①書体： 「リュウミン」体

②文字の大きさ等；基本文字は12． 5級原則として27字57行2段組

空白部分を作らず，偶数頁とするため，原稿の量によって行数を調節する。

3柱，頁数等

①柱には「裁判所時報」
｢第○○○○号から
第○○○○号まで」 ｢頁（ゴシック体） 」を入れ

る。

②最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。

③ゲラには，法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている（1頁余白及び

最終頁余白）が，裁判所納品分には載らない。

一ﾆｰ ＝ 一 －

4 「裁判例」

(1)掲載順序

（ｱ）裁判例〔判例要旨〕 （民事・刑事に分けて掲載）

（ｲ） 裁判例〔裁判例要旨〕 （民事のみ）

（ｳ）裁判例

＊掲載順は，毎号と同じ（大法廷判例も日付順に組み込む。 ）

＊(ｳ)は，時報例の要旨を記載する。
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(2)編集の留意事項（判例要旨の例）

毎号の各要旨と同じ

民事

◎1□××（判示事項）×（平成○年法律第○号による改正前のもの）×××

□□×××××× （ゴシック体，改正文言等は1ポイント小さい明朝体）

（平成○年（○）第○○号平○・○・○○小判，破棄自判民集○巻○

号） （数字は半角）

． ・ ・ ・16○○○○→判例掲載号・頁

一一一一一一 一〔1-6○○○○〕→要旨掲載号・頁

5①「最高裁判所規則」 「最高裁判所規程」

発出年・号，規則・規程名を記載して（）に公布日（発出日） ・施行日を記

載する。

平○○ ○号××××××××××××××××規則等の一部を改正
する規則

（平成○○・○・○○公布同年○・○施行） ・ ・ 16○○○○

②「最高裁判所通達・通知」

通達・通知別に発出局課別に記載する。

通達

（総務局）
。「×××××××××××」の一部改正について

（平成○○・○・○総一第○○号） ー － - -=6- ･r 6~I~60000--=

6 「資料」

①法律関係

法律及び政令等

②その他

予算（案）及び統計関係記事

三 三一一
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7 「記事」

①広報テーマ

②表彰関係

㈱叙勲・褒章い最高裁長官表彰 （う） 高齢者叙勲

亡者） ㈱遺族追賞

③最高裁判所判事の退官・就任，人事異動

④幹部職員一覧

jrl_長官2所長･事務局長．事務局次長＝覧一一一

（ｲ） 首席書記官・次席書記官一覧

（ｳ） 首席家庭裁判所調査官・次席家庭裁判所調査官一覧

(え）叙位・叙勲（死

⑤ その他

司法修習生の修習開始・修習終了（ｱ） 司法修習生の修習開始・修習

（ｲ） 司法修習修了者の裁判官任命

（ｳ） 各種試験問題

国国外の司法関係者来日等

⑥裁判所だより

一

一 一
－一

一
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